
                               

                               

                               

                               

                               

佐藤弥四郎家（真室川町）に代々伝わるささげ

豆のこと、完熟した種実が茶色いことから、茶

ささぎとも呼ばれる。７月～10月上旬収穫。 

最上伝承野菜「弥四郎
や し ろ う

ささぎ」 

 

Ｎｏ．４２４ 

 

平成２７年  

７月２４日号 広  報 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者の方

で、現在「限度額適用認定証」「限度額適用・標準

負担額減額認定証」をお持ちの方は、有効期限が

７月31日となっています。8月1日以降も入院

や通院を継続される場合は、更新の手続きが必要

です。 
 
 なお、「高齢受給者証」と「後期高齢者医療被保

険者証」について、更新の手続きは不要です。 

 

▼持ち物／保険証、印鑑 

▼問い合わせ／舟形町税務福祉課福祉国保班 

☎（３２）２１１１（内線３３６） 

 

 

 

 

 

 Have you changed your alien registration certificate to 

a residence card? 
 
 永住者の方の「外国人登録証明書」は、2015 年７月

８日をもって全ての有効期間が満了しています。 

 まだ「在留カード」をお持ちでない方は、至急最寄り

の地方入国管理局もしくは地方入国管理局支局また

はそれらの出張所（空港支局及び空港出張所を除く）

で在留カードの交付申請を行なってください。 

 なお、在留カードの交付を受けていないことで在留

資格が失われることはありませんが、「みなし再入国

許可」の適用がありませんので、ご注意ください。 
 
▼問い合わせ／法務省入国管理局在留課 

☎０３（３５８０）４１１１（内線２８７３・２７８２） 



 
 
▼出演時間／  

 12日（土） 

  14:05～竹川美子歌謡ショー 

 13日（日） 

  12:50～朝倉さや歌謡ショー 

  14:40～城之内早苗歌謡ショー        

※時間は予定です。 

 都合により変更する場合があります。 

 

 

 
   
今年も、母校の舟形中学校を会場に、成人式が

開催されます。 
 

▼日時／８月14日（金）９時30分～ 

▼場所／舟形中学校 

▼問い合わせ／舟形町中央公民館 

☎（３２）２２４６ 

                               

                               

                               

                               

               

～～～   出出出   店店店   者者者         募募募   集集集   ～～～   
舟形町の特産品などで町をＰＲする出店者を大募集します。 

今年も焼き鮎の価格を250円にするため、町などが補助します。 

▼区画／間口約５．５ｍ×奥行約６．６ｍ×高さ２～３ｍ 

    ※鮎を取り扱う場合は間口がプラスになります。 

▼負担金／３０，０００円 

※鮎を商品の中心として販売する場合は２５，０００円 

▼〆切／８月４日（火） 

▼申込み・問い合わせ／もがみ南部商工会舟形事務所 

☎（３２）２２４２ 

～～～若若若鮎鮎鮎カカカラララオオオケケケ大大大会会会   

出出出場場場者者者募募募集集集～～～   
   

▼部 門／一般の部、振興会の部 

▼出場料／３，０００円 

▼持ち物／カラオケテープ、 

またはＣＤ、ＭＤ 

▼〆 切／８月30日（日） 

▼その他／当日参加申込みは不可 

▼申込み・問い合わせ／ 

 最北歌謡振興会（溝口まで） 

        ☎（23）7433 

～～～   ボボボララランンンテテティィィアアアスススタタタッッッフフフ募募募集集集   ～～～   
まつり当日にボランティアスタッフとして参加し、まつりを盛り

上げたいという方を募集します。 

▼対象／16歳以上の方 

▼内容／まつり当日の運営の手伝い など 

▼〆切／８月３日（月） 

▼申込み・問い合わせ／舟形町産業振興課商工観光班 

☎（３２）２１１１（内線４２４） 

 
 
㈱大場惣吉商店では、正社員を募集しています。 

▼職種／米の集荷及び生産 求人数／２～３人  

▼勤務日／年間休日 87日 

▼賃金／時給 800～1,000円 

    正社員（試用期間３ヵ月）、社会保険有 

▼〆切／８月 28日（金） 

▼就業時間／午前８時 30分～午後５時 30分 

▼その他／詳細は問い合わせください。 

▼問い合わせ／㈱大場惣吉商店 ☎（33）2009 



                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

①住民票のある市町村で所得を確認し、日本年金機構で審査終了後、ハガキで審査結果の通知書が送付

されます。審査は受付後２～３ヵ月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。 

②審査結果が出るまでの間、納付案内書や催告状などが送付される場合もありますが、ご理解ください。ま

た、お電話や個別訪問による納付のご案内を差し上げる場合もございます。その際は「免除申請中」の

旨をお伝えください。 

口座振替をしている場合は、申請をしてから免除・納付猶予が認められるまでの間は、口座振替されます。 

すぐに口座振替を止めたい方は「国民年金保険料口座振替辞退申出書」を提出していただく必要があります。 

①全額免除または納付猶予が承認された期間、及び一部免除に係る保険料を納付した期間は、10 年以内

であれば保険料を追納（後から納付）していただくことで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やす

ことができます。 

②免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納される場合には、 

承認を受けられた当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 

③追納は古い月分から納付することになります。 

④追納を希望される場合には、申込みが必要です。 

▼問い合わせ／ 新庄年金事務所 ☎（２２）２０５０ 

           舟形町税務福祉課福祉国保班 ☎（３２）２１１１（内線３３５） 

一部免除の「国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書」が送付された場合 

①一部免除が承認された場合は、保険料の納付が必要となります。 

②一部免除承認期間の納付書が改めて送付されますので、それにより納付ください。 

③納付期限までに納めていただけない場合、一部免除承認期間であっても、保険料未納の扱いとなります

ので、お早めに納付ください。 

「国民年金保険料免除・納付猶予申請却下通知書」が送付された場合 

①すでに送付されている納付書で納付ください。 

②納付書がお手元にない場合は、ご連絡ください。 

全額免除または納付猶予が承認された場合 

①「承認通知書」に「継続審査申出受付済」と記載されている場合は、継続申請が承認されています。 

②平成 27年度も同じ区分の審査を希望する場合には、申請は不要です。 

③異なる審査区分での審査を希望する場合には、改めて申請いただく必要があります。 

一部免除が承認された場合または申請が却下された場合 

①継続申請の対象とはなりません。 

②平成 27年度も免除等を希望する方は、改めて申請いただく必要があります。 



                               

 

試験区分 受験資格 申込み期間 第１次試験日 

警察官B 

１）昭和55年4月2日から 

  平成10年4月1日までに生まれた方 

２）最終学歴が短大や高校を卒業または 

  平成28年3月までに卒業見込みの方 

郵送持参：7月31日～8月31日 

電子申請：7月31日～8月26日 
9月20日 

 ▼受験案内・申込書／新庄警察署や最寄りの駐在所で配布しています 

 ▼山形県ホームページ／http://www.pref.yamagata.jp/ 

  自 衛 官 等 募 集 

募 集 種 目 募 集 資 格 受 付 期 間 試 験 日 

自衛官 

候補生 

男子 

18歳以上、27歳未満 

8月1日～9月8日 

9月18日・19日 

女子 9月25日 

一般曹候補生 
1次：9月18日・19日 

2次：10月8日～14日 

航空学生 

18歳以上「高卒（見込含）」 

21歳未満 

1次：9月23日 

2次：10月18日～23日 

3次：11月15日～12月18日 

防衛大学校 

推薦 

9月5日～9日 

9月26日・27日 

総合選抜 
1次：9月26日 

2次：10月31日・11月1日 

防衛大学校 

（一般前期） 

9月5日～30日 

1次：11月7日・8日 

2次：12月10日～14日 

防衛医科大学校 

医学科学生 

1次：10月31日・11月1日 

2次：12月16日～18日 

防衛医科大学校 

看護学科学生 

（自衛官候補看護学生） 

1次：10月17日 

2次：11月28日・29日 

▼説 明 会／7月 27日（月）午後 1時～6時 新庄市民プラザ 2階第 1研修室 

▼問い合わせ／自衛隊新庄地域事務所 ☎（２２）５０５７ 

▼日  時／8月1日（土）午前9時30分～11時30分 

▼場  所／新庄警察署 

▼内  容／「警察官」の仕事の紹介、採用試験概要の説明、 

      鑑識体験、パトカーなどの警察装備品の展示 など 

▼参加資格／新庄市、最上郡内に居住または通学されている方で、警察の仕事に興味がある学生、 

      保護者や進路指導担当教職員など 

▼〆  切／7月30日（木） 

▼申込み・問い合わせ／新庄警察署警務課 ☎（２２）０１１０ 



                               

                               

                               

                               

                               

▼試験区分と採用予定人数、受験資格／ 

▼受付期間／８月３日（月）～９月９日（水）       ▼１次試験／１０月１８日（日） 

▼申 込 書／最上広域市町村圏事務組合総務課、消防署南支署（福寿野）など消防署各支署で配布 

▼問い合わせ／最上広域市町村圏事務組合 ☎（２２）２６７４ 

試験区分 第１次 第２次 

一般行政 初級行政（Ａ・Ｂ共通） 教養試験、適性検査 作文試験、口述試験 

消防士 教養試験、適性検査、体力検査 作文試験、口述試験 

 

試験区分 
採用予定 

人  数 

受験資格 

年齢要件 身体要件 

一般行政 

初級行政Ａ 若干名 
平成９年４月２日から 
平成 10年４月１日までに 
生まれた方 

●視力 

 矯正視力 0.7以上 

●色覚 

 正常な方 

●聴力 

 正常な方 

●その他 

 胸部疾患、感染症等の病気がな

く、職務遂行に支障のない身体状態

の方 

初級行政Ｂ 若干名 
平成４年４月２日から 
平成９年４月１日までに 
生まれた方 

消防士 ３名程度 
平成８年４月２日から 
平成 10年４月１日までに 
生まれた方 

 
▼住所要件／採用後、当組合管内市町村に居住できる方に限ります。 

▼試験科目／ 

▼募集／3戸（町営住宅舟形団地3号棟） 

▼入居資格／次の全てに該当する方 

①同居親族のある方 ②住宅に困窮している方 ③年間給与所得等から各種控除額を差引いた額の12分の1

が15.8 万円以下の方 ④税及び公共料金の滞納がない方 ⑤申込者及び同居者が暴力団員でない方 

▼家賃／16,900 ～ 25,100円（所得などにより）▼敷金／家賃の3ヵ月分 

▼優遇措置／障がい者、高齢者、母子世帯、生活保護、多子世帯の方 

▼規模及び構造／和室（6畳3室）・台所・便所・風呂・洗面所 

▼持込用品／ガスレンジ・照明器具など 

●〆   切／８月７日（金） 

●申込み方法／地域整備課生活環境班に準備してある指定用紙にご記入の上、申込みください。 

       ※指定用紙は町ホームページからもダウンロードできます。 

●問い合わせ／舟形町地域整備課生活環境班 ☎（３２）２１１１（内線４４１） 

 



＜舟形町青少年育成町民会議＞ 

青少年健全育成だより 「夏休み特集号」 

 

《 夏 休 み に 家 庭 で で き る こ と 》 
○ 家庭や地域の一員としての役割を自覚させる機会です。親が率先して地域行事に参加し、子ども

を地域行事に参加させよう。 

○ 学校から出された課題はもちろんですが、長期休業ならではの自然体験や社会体験を子どもと一

緒に計画し、多くの感動を共有しよう。 

○ 外出や外泊時には、行先、目的、帰宅時間、一緒に行動する友達などを家族に知らせる習慣を身

につけさせよう。 

○ 家族団らんで楽しく会話し、また「早寝 早起き 朝ごはん」など健康的な生活に努めよう。 

○ 子どもの小さな変化にも気を配り、いじめ・非行の早期発見・予防に努めよう。 

○ 携帯電話やインターネットの利用について、家庭でも正しく安全に使えるよう利用ルールを確認

するとともに、フィルタリングサービスを利用しよう。 

  
 

《 各学校電話番号・休み期間 》 
 

舟形小学校   32-2106   7/25～8/19 

舟形中学校    32-2108   7/24～8/16 

舟形ほほえみ保育園      32-2120       

舟形町中央公民館         32-2246 

舟形町ダイヤル教育相談   32-3118 

 

※休業日の開始や終了日が、月曜日または 

金曜日の場合、土・日曜日を含め記載してい

ます。 

 
新庄北高        22-6023  7/25 ～ 8/21 

新庄北最上      43-2349   7/25 ～ 8/26 

新庄南高        22-1547   7/28 ～ 8/26 

新庄南金山      52-2887   7/30 ～ 8/26 

神室産業        28-8775   7/27 ～ 8/19 

神室産業真室川  62-2028   7/25 ～ 8/26 

新庄東高        22-1562   7/24 ～ 8/19 

新庄養護        22-3041   7/25 ～ 8/26   

北村山高   0237-23-2785   7/27 ～ 8/23 

楯 岡 高   0237-55-2331   7/22 ～ 8/17 

村山産業   0237-55-2538   7/25 ～ 8/23 

 

《 「大人が変われば子どもも変わる」県民運動 》 

 ○ あいさつ・見守り運動 …子どもを家庭・地域で育てよう！ 

○ モラル・マナーの向上運動 …大人が子どもの手本となろう！ 

○ 子どもを事故、犯罪等から守る運動 …子どもの安全を地域社会全体で見守ろう！ 

毎月第 3日曜日「家庭の日」には、家族や地域の絆を深めるため、ふれあう機会をつくりましょう。 

 

《 “いじめ・非行をなくそう”やまがた県民運動 》 

○ 未成年者には、酒・たばこを飲ませない、吸わせない、売らない運動を実践しよう。 

○ 町内会、学校、ＰＴＡ、職場などの連携を深め、みんなで有害環境や危険な場所などを点検し、

いじめや非行、事故のない地域にしよう。 

○ 点検・見回りの際に、子ども達が集まりやすい場所や通学路でいじめや非行を見たら、見て見ぬ

ふりせず、きちんと注意しよう。 

 



青少年育成町民会議の活動について 
《 平成２７年度事業計画について 》 

１．スローガン 『 地域ぐるみ、みんなで伸ばそう！「ふながたの子ども」 』 

２．重点目標 

（１）児童生徒の健全育成の推進 

（２）社会環境の浄化と子どもの安全を守る住民運動の推進 

（３）青少年の社会参加と地域活動の促進 

（４）各種団体・機関との連携強化 

（５）ボランティアサークルの育成 

３．具体的な活動計画 

（１）花いっぱい運動の推進、コンクールと表彰の実施 

（２）有害図書類自動販売機の撤去活動、ネット利用等による事故防止活動、違反広告物除却など環

境浄化活動 

（３）青少年とのふれ合い活動事業と先進地視察研修の実施   

（４）「大人が変われば子どもも変わる」県民運動の推進 

（５）広報活動の推進 

（６）青少年の社会参加活動の支援 

（７）善行表彰の実施 

（８）学校との連携強化 

（９）「おはよう、おかえり」の声かけ運動と非行防止街頭巡回活動 

（１０）「家庭の日運動」の推進 

（１１）「いじめ・非行をなくそう」やまがた県民運動の推進 

（１２）「いじめ・非行をなくそう」舟形町町民運動の推進 

《 青少年育成町民会議予算決算等について 》 

平成 27年度青少年育成町民会議理事会が 6月 18日に中央公民館で開催され、平成 26年度決

算、平成 27年度予算等の審議が行われ、承認されました。 

町民会議の収支については、１戸当たり 200 円の会費と町からの補助金などの収入と、支出に

ついては、「花いっぱい運動」の花苗代や、「おはよう運動」等の啓発物品、高校生ボランティアの

育成費など青少年健全育成のために使われています。平成 26 年度の決算額は、収入額合計が

558,515円、支出額合計が 505,871円で、差引き 52,871円が平成 27年度に繰越になります。

平成 27年度予算額は、463,000円になります。 

《花いっぱい運動》 

花植えや管理など共同作業を通して子どもに地域づくりに対

する関心を持ってもらい地域の一員としての自覚と、公共心、

奉仕する心を育てることを目的としています。 

今年度は、７月 26日に町内を回って審査会を行う予定です。

花の咲き具合、管理状況等、総合的に見て審査を行います。 

《高校生ボランティア「ふなっ子」の活動》 

 ６月８日（月）、「幼児との触れ合い体験活動」としてほほ

えみ保育園に訪問してきました。６月 24日（日）、舟形パー

キングのゴミ拾いを、沖の原町内会、町青少年育成推進員と

合同で行いました。同日、舟形駅の清掃も行いました。 

 これからも、町内施設の夏祭りや文化祭への協力、町イベ

ントなどの協力を積極的に行う予定です。 

▼問い合わせ／舟形町中央公民館 ☎（３２）２２４６ 
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                            舟形町子育て支援センターみらい ☎（32）2120 

   子育て支援センター「みらい」8月の日程表  

日 月 火 水 木 金 土 

 

     

1 

2 

3 4 

午後閉館 

5 

午前閉館 

6 7 

8 

9 

10 11 12 

遊びの広場 13 

14 

15 

16 

17 18 19 

午後閉館 

20 

お話広場 

21 

２2 

23 

24 25 26 

遊びの広場 

27 28 

午後閉館 ２9 

30 

31 ☆ 土曜日・日曜日・祭日 ○印は休館日になります。13日はお盆のた

めに閉館。4日、19日、28日は乳幼児健診のために午後閉館になりま
す。5日は、ふれあい育児の広場のため午前閉館になります。 

 

［ご利用について]     

     特別な場合を除いて月曜日から金曜日まで開館しています。 

①育児相談（来所・電話）…午前８時30分～午後４時30分  

②遊びの場としての利用  …午前９時30分～11時30分・午後３時～４時30分 

  ●第２・４水曜日は｢遊びの広場｣ ……親子で楽しめる簡単な製作を用意しています。 

●第３木曜日は「お話広場」  ………絵本の読み聞かせと楽しい手遊びを行います。 

③ふれあい育児の広場 ………… １歳以上の未就園児を対象にした親子の交流広場です。 

８月５日(水) 親子deクッキング 

     午前10時 保健センターに集合 

 2014年は、午(うま)年です。 

天候を始め、国内外でも気になる

話題も多い今日です。新しい年が穏

やかな良い年でありますように願っ

ています。 

先ずは、健康第一。前向きに明る

い気持ちで過ごすことは、免疫力ア

ップにもつながります。笑顔いっぱ

いの年になりますように・・・!! 

                                         共にふれあい、未来をはぐくむ子育て支援センター 

 子育てのことわざから!! 

                            

 

   

 

   
  

教えたことがうまくできなくとも、叱るのは五つのうちせいぜい二つくらいにして、

うまくできたらほめながら育てましょう。また、間違った方向を向いたときにきちっと

叱ることも大切なことですよ！ 

  かわいくば 

   五つ教えて 

   三つほめ、二つ叱って 

   良き人にせよ。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 土用
ど よ う

…各季節の終わりの 18 日間

のことです。一般的には立秋の前の夏

土用のことを言い、この期間を暑中と

呼んでいます。今年は７月20日から

８月７日までが土用にあたります。 

土用の「丑の日」は、「うなぎ」が

定番ですが、梅干、うどん、瓜など「う」

のつく食べものを食べると病気にな

らないという言い伝えもあります。 

  

 

  

七夕飾り。お星さまに 

何をおねがいしようかな。 

（ふれあい育児の広場より） 


